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第１ 生 活 保 護 法 の 概 要 

 

１ 生活保護制度の目的 

   生活保護法とは、日本国憲法第 25 条に規定されている「国民は、健康で文化的な最低限

度の生活を営む権利を有する。」という生存権を、実体的に具現するために制定された社会

保障制度の１つです。 

  生活保護法第１条には、 

  「この法律は、日本国憲法第 25 条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての

国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障すると

ともに、その自立を助長することを目的とする。」とうたわれています。 
 

２ 生活保護法の基本原理、原則について 

  この制度は、単に生活に困窮している国民に対して、最低生活を保障するということだけ

でなく、さらに積極的にそれらの人々の自立の助長を図ることを目的としており、この自立

の助長は、最低生活の保障とともに、この制度を貫く大原則となっています。 

   また、生活保護法には、制度の運用に際し、絶対に守られるべきことが、制度の原理とし

て定められています。 

 (1) 無差別平等の原理（法第２条） 

      すべての国民は、この法律による保護（以下「保護」という。）を無差別平等に受け

ることができると規定して、人種、信条、性別、社会的身分又は門地等はもとより、生

活困窮におちいった原因の如何はいっさい問わず、もっぱら生活に困窮しているかどう

かという経済状態だけに着目して保護を行うこととしています。 

  (2) 最低生活の原理（法第３条） 

      この制度は、憲法第 25 条に規定する生存権の保障を具現するためのものですから、こ

の制度によって保障される生活水準は、当然、憲法上の権利として保障されている生存

を可能にするものでなくてはなりません。そこで、この法律で保障される最低限度の生

活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないと規定

されています。 

  (3) 補足性の原理（法第４条） 

      保護に要する経費は、国民の税金で賄われていることなどから、保護を受けるために

は、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、それでもなお

最低生活が営めない場合に、はじめて保護が行われるのです。 

      すなわち、保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力その他あらゆるも

のを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ、また、民

法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべて保護に優先して行わ

れなければならないとされています。 

  (4) 申請保護の原則（法第７条） 

      本法による保護は、要保護者、その扶養義務者、又はその他の同居の親族の申請に基

づいて開始されます。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなく

ても、必要な保護を行うことができるとされています。 

  (5) 基準及び程度の原則（法第８条） 
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      保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのう

ち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行われま

す。 

       また、その基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の

種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであっ

て、且つ、これを超えてはならないとされています。 

  (6) 必要即応の原則（法第９条） 

      保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違

を考慮して、有効且つ適切に行うこととされています。 

  (7) 世帯単位の原則（法第 10 条） 

      保護は、世帯を単位としてその要否及び程度が定められます。但し、これによりがた

いときは、個人を単位として定めることができるとされています。 

 

３ 保護の種類と方法 

   保護の種類としては次の８種類の扶助があります。 

   ① 生活扶助 ② 住宅扶助 ③ 教育扶助 ④ 介護扶助 

   ⑤ 医療扶助 ⑥ 生業扶助 ⑦ 出産扶助 ⑧ 葬祭扶助 

  これらの扶助は、要保護者が最低生活を充足させるのに必要とされる限度において、単給

又は併給として行われます。 

   また、扶助は、原則として金銭給付の方法により行われますが、医療扶助及び介護扶助に

ついては、特別な場合を除いて現物給付、つまり患者（又は要介護者）が直接指定医療機関

（又は指定介護機関）で診療（又は介護）を受けることにより行われます。 

 

４ 福祉事務所 

    県知事や市長等は、その所管区域内に居住する要保護者に対して保護を決定し実施する責

任を負っていますが、その事務を福祉事務所長に委任して行わせています。 

  本市には、７つの福祉事務所があります（表紙裏面の一覧表参照）。福祉事務所には、ケ

ースワーカー（被保護者に対して指導・援助を行う地区担当員）及び医療事務担当者（医療

機関との連絡調整を行う職員）が配置されておりますので、どんなことでもご遠慮なく連絡

をとっていただきたいと思います。同時に、必ず１名以上の嘱託医を委嘱しておりますので、

専門的事項につきましても、ご連絡をお願いいたします。 

 

５ 指定医療機関 

   福祉事務所が被保護者に対する医療を委託できる医療機関は、健康保険法による指定のほ

か生活保護法による指定を受けている医療機関（「指定医療機関」）です。 

   この指定の趣旨は、医療機関からの生活保護法に対する理解とご協力により適正な医療扶

助を被保護者が受給できるようにするものです。 

  指定医療機関には、生活保護法第 50 条により医療扶助に関する義務や届出等について定

められているほか、次に掲げる「指定医療機関医療担当規程」が定められています。 
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指 定 医 療 機 関 医 療 担 当 規 程 

昭和 25年８月 23日  厚生省告示  第 222号 

                 改正 平成 30年９月 28日  厚生労働省告示第 344号 

   
  生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条第１項の規定により、指定医療機関医療担当規程を次

のとおり定める。 

      指定医療機関医療担当規程 

（指定医療機関の義務） 

 第１条 指定医療機関は、生活保護法（以下「法」という。）に定めるところによるのほか、この規程

の定めるところにより、医療を必要とする被保護者（以下「患者」という。）の医療を担当しなけれ

ばならない。 
（医療券及び初診券）                                    

第２条 指定医療機関は、保護の実施機関の発給した有効な医療券（初診券※注を含む。以下同じ。）を

所持する患者の診療を正当な事由がなく拒んではならない。 
第３条 指定医療機関は、患者から医療券を提出して診療を求められたときは、その医療券が、その者

について発給されたものであること及びその医療券が有効であることをたしかめた後でなければ診療

をしてはならない。 

(診療時間） 

第４条 指定医療機関は、自己の定めた診療時間において診療するほか、患者がやむを得ない事情によ

り、その診療時間に診療を受けることができないときは、患者のために便宜な時間を定めて診療しな

ければならない。 

（援助） 

第５条 指定医療機関が、患者に対し次に掲げる範囲の医療の行われることを必要と認めたときは、速

やかに、患者が所定の手続をすることができるよう患者に対し必要な援助を与えなければならない。 

   １ 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 

   ２ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

   ３ 移送 

   ４ 歯科の補てつ 
（後発医薬品） 

第６条 指定医療機関の医師又は歯科医師（以下「医師等」という。）は、投薬又は注射を行うに当た

り、後発医薬品（法第 34 条第 3 項に規定する後発医薬品をいう。以下同じ。）の使用を考慮するよう

努めるとともに、投薬を行うに当たっては、医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができる

と認めた場合には、原則として、後発医薬品により投薬を行うものとする。 
２ 指定医療機関である薬局は、後発医薬品の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な

体制の確保に努めなければならない。 

   ３ 指定医療機関である薬局の薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が保険薬局

及び保険薬剤師療養担当規則（昭和 32 年厚生省令第 16 号）第９条の規定による厚生労働大臣の定

める医薬品である場合であって、当該処方せんを発行した医師等が後発医薬品への変更を認めてい

るときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合にお

いて、指定医療機関である薬局の薬剤師は、原則として後発医薬品を調剤するものとする。 
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（証明書等の交付） 

第７条 指定医療機関は、その診療中の患者及び保護の実施機関から法による保護につき、必要な証明

書又は意見書等の交付を求められたときは、無償でこれを交付しなければならない。 
 ２ 指定医療機関は、患者の医療を担当した場合において、正当な理由がない限り、当該医療に関す

る費用の請求に係る計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならな

い。 

（診療録） 

 第８条 指定医療機関は、患者に関する診療録に、国民健康保険の例によって医療の担当に関し必要な

事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。 

（帳簿） 

 第９条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から５年間保存し

なければならない。 

（通知） 

 第 10 条 指定医療機関が、患者について左の各号の一に該当する事実のあることを知った場合には、

すみやかに、意見を附して医療券を発給した保護の実施機関に通知しなければならない。 

 １ 患者が正当な理由なくして、診療に関する指導に従わないとき。 

２ 患者が詐偽その他不正な手段により診療を受け、又は受けようとしたとき。 

（指定訪問看護事業者等に関する特例）  

 第 11条 指定医療機関である健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 88 条第１項に規定する指定訪問

看護事業者又は介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 41 条第１項に規定する指定居宅サービス事

業者（同法第８条第４項に規定する訪問看護を行う者に限る。）若しくは同法第 53 条第１項に規定

する指定介護予防サービス事業者（同法８条の２第３項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限

る。）にあっては、第５条の規定は適用せず、第８条中「関する診療録」とあるのは「対する指定

訪問看護の提供に関する諸記録」と、「国民健康保険の例によって」とあるのは「国民健康保険又

は後期高齢者医療の例によって」と、「診療録」とあるのは「諸記録」と、それぞれ読み替えて適

用するものとする。 

（薬局に関する特例） 

 第 12 条 指定医療機関である薬局にあっては、第５条の規定は適用せず、第８条中「診療録」とある

のは「調剤録」と読み替えて適用するものとする。 

（準用） 

 第 13条 第１条から第 10 条までの規定は、医療保護施設が患者の診療を担当する場合に、第１条から

第５条まで、第７条第１項及び第８条から第 10 条までの規定は、指定助産機関又は指定施術機関が

被保護者の助産又は施術を担当する場合に、それぞれ準用する。  

 (注) 初診券の名称は現在では使用されていません。 

※本市の場合、 この規程をもとに後述する方法により医療扶助を実施しています。 
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第２ 医 療 扶 助 の 実 施 に つ い て 

１ 医療扶助の特殊性  

生活保護法による医療扶助の実施については、 診療方針及び診療報酬を国民健康保険の例

による（法第 52 条）と定めていますが、 健康保険制度とは異なる公的扶助制度であることか

ら、保険外併用療養費は適用しない（長期入院選定療養につき別に定めるものを除く）など独

自の取扱いがありますのでご説明します。 

生活保護制度においては、患者は独自の判断で医療給付を受けることはできず、受診する場

合には、患者は福祉事務所長に対し事前に申請を行うことが必要です。申請を受けた福祉事務

所長が決定を行った後、医療機関に患者を委託して、初めて医療給付が行われます。受診する

医療機関についても福祉事務所長が、要保護者の希望を参考として指定医療機関の中から選定

することになっています。 

また、健康保険における療養の給付は、現物給付と療養費払いの２つの方法で行われていま

すが、生活保護制度ではごく少数の例外を除き、現物給付が基本となっていますので、患者が

お金を支払って、後で福祉事務所から患者に償還払いをすることは、原則としてありません。 

健康保険では療養費払いとなっている装具（治療材料）、施術、訪問看護等も、生活保護で

は全て事前に申請を行う必要があります。事前に申請がなされていないときは支払いできない

場合もありますので、ご注意いただきますようお願いします。 

次に、生活保護制度では原則として患者の自己負担はありません。ただし、福祉事務所長が

決定した本人支払額（後述）については、患者の負担になります。 

従いまして、診療につきましては保険給付の範囲での診療に留意され、保険外診療（レセプ

ト請求しても認められない部分）は、原則として福祉事務所では負担できませんし、生活保護

制度の趣旨から本人も負担できませんので、保険外診療は行わないようお願いします。 

関連して、いわゆる保険外の費用請求の問題ですが、医療機関の設備経費で負担すべきもの

については患者には請求しないでいただきたいというのが、福祉事務所からのお願いでござい

ます。 

 

２ 医療扶助の事務手続について         

 (1) 医療扶助の流れ（概要） 

    ①  医療扶助の申請（保護申請、傷病届） 

       初めて生活保護の適用を受けようとする場合、あるいは、既に何らかの保護を受けて

いる者（被保護者）が医療扶助も受けようとする場合及び従来から受けていた医療扶助

の内容、程度について変更を求める場合は、先ず福祉事務所長に対して保護の申請をし

なければなりません。しかし、急迫した状況にある場合は、保護の申請がなくても福祉

事務所長等の職権により保護が行われる場合もあります。 

       保護の申請は、保護申請書又は保護変更申請書（傷病届）を提出して行います。 

    ②  各要否意見書（診療依頼書）交付 

         申請を受けた福祉事務所は、医療扶助を行う必要があるか否か判断する資料にするた

め各種の要否意見書を申請者に対し発行し、指定医療機関等から意見を徴して医療の要

否を決定します。各要否意見書は、医療内容に応じて様式が区分されています。（Ｐ25
～35 参照） 

         既に医療扶助を受けている被保護者に対しては、診療依頼書（Ｐ37 参照）を発行し
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ます。これは、その患者が生活保護の被保護者であることを示していますので、医療

扶助による取扱いをお願いします。 

診療依頼書等を有しない被保護者（現に生活保護を受けている者）であって緊急を

要する場合には、診療後、速やかに福祉事務所に連絡し、要否意見書、医療券等を受

領してください。 

     ③ 受診 

         保護の申請者等が、診療依頼書（要否意見書）を持って指定医療機関等で受診しま

す。 

     ④ 意見書の提出 

        次の（２）以降を参考に意見書を作成していただき、福祉事務所へご提出ください。 

     ⑤～⑥ 提出いただいた要否意見書に疑義等がある場合、福祉局保護課との協議を行う

場合があります。 

     ⑦ 毎月 25 日前後に、当月受診した被保護者に係る医療券（Ｐ39、41 参照）を、福祉事

務所から指定医療機関に送付します。医療券（連名簿）には、被保護者の医療扶助に

関する情報（公費受給者番号、有効期間、他法の活用、本人支払額等※注）が記載さ

れており、医療機関では、これを基に診療報酬明細書を作成していただきます。 

       ※(注) 本人支払額というのは、収入に余裕がある場合に、福祉事務所で認定した金

額を記入しているものです。この金額は、本人が支払うべき自己負担ですので、医

療機関は本人から支払いを受けていただき、その金額をレセプトの負担金額に計上

して、支払基金に請求していただくことになります。 

      ⑧～⑨ 診療報酬の請求・支払いについては、通常の医療保険と同様です。 

      ⑩～⑪  支払基金と福祉局保護課において、医療費の概算払及び精算を行います。 
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す。 

     医療機関には、この要否意見書に病名、症状、入院外・入院の診療見込期間、医療費の

概算額等を記入していただくわけですが、この時点では、医療の要否判定、期間、費用の予

測をするために必要な範囲での診察又は検査のみをお願いします。 

    福祉事務所では、提出された要否意見書を嘱託医が審査し、他法（例えば障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律）適用の有無及び要保護者の生活（収入）状

況などを総合的に判断して、保護の要否を判定することになります。 

  ここで特に注意していただきたいことは、要否意見書の左上に「新規」という表示がある

場合には、その患者にはまだ保護の適用が決定されていませんので、この診察に要した費用

は保護の開始決定がない限り、原則として本人から徴収していただくことになります。 

    保護の開始が決定されますと、医療券が発行され、初診料を含む全ての診療費が請求でき

るということになります。 

 

(3) 保護受給中の医療扶助 

    既に保護を受けている者（被保護者）が入院外の医療扶助を受けようとする場合には、福

祉事務所に対する申請に基づき、即時に「診療依頼書」を発行し患者に持参させます。 

  診療依頼書を交付した患者の医療券は、当月の 25 日前後に直接福祉事務所から送付しま

すが、患者が診療依頼書を持参するのは初診（月）のみで、翌月以降の医療扶助承認期間（２

～３ヶ月程度）は医療券のみを送付する方式になっています。 

   このように患者が医療機関で受診する場合は、原則として福祉事務所へ申請を行い、診療

依頼書又は医療要否意見書を持参することになっておりますが、急病等でどうしても福祉事

務所へ行けない場合は、福祉事務所から医療機関に対して電話で診療の依頼を行い、医療券

又は医療要否意見書は、後日直接送付いたしますので、このような場合の取り扱いについて

もよろしくご協力をお願いします。 

  現在は１枚の医療要否意見書で診療見込期間に応じて３ヶ月あるいは６ヶ月間の要否の

判定をすることができるようになっておりますが、その後、なお引き続き診療を必要とする

場合には、改めて要否意見書の提出を求めることになります。医療要否意見書は、承認最終

月の前月に医療券と同時に送付しております。なお、提出期限は送付月の翌月 20 日までと

しておりますので、よろしくお願いいたします。 

   また、医療扶助には以上述べました一般医療の他に治療材料の給付、施術の給付、移送費

の給付、調剤の給付、訪問看護の給付等がありますが、指定医療機関の意見が必要なものが

ありますので、それぞれの概要について下記に説明します。 

 

ア 治療材料の給付 

治療材料というのは、国民健康保険の療養費の支給対象となる治療用装具及び輸血に使

用する生血、義肢、歩行補助つえ、装具、眼鏡、収尿器、ストーマ装具、尿中糖半定量検

査用試験紙、吸引器及びネブライザーを言い、必要最小限度のものを別に定められた費用

の範囲で現物給付いたしますが、その際にも給付要否意見書にご記入いただくことになり

ます。 

上記品目について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等で

の支給が可能な者については、医療扶助での給付は行いません。また、松葉杖について、

健康保険では、できるだけ医療機関で準備していただきたいという指導が行われています
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ので、生活保護でも同様にお願いいたします。 

上記品目以外の治療材料については、それを治療の一環として必要とする真にやむを得

ない事由が認められる場合に限り、事前に各福祉事務所で支給の可否を決定します。 

※ 給付要否意見書（Ｐ29 参照）は、治療材料と移送について兼用できるように１枚の用

紙に印刷されております。 

イ 施術の給付 

施術というのは、柔道整復、あん摩・マッサージ、はり・きゅうを言います。 

この場合はそれぞれの施術師が要否意見書（Ｐ31、33 参照)に記入し、その意見に基づ

いて施術券（Ｐ45、47、49 参照）を発行しますが、医療給付の一環として行われるという

意味から、医師の同意※注を必要とする場合がありますので、この書類が医療機関に提示

された場合は医師同意欄のご記入をお願いします。 

※(注) 給付要否意見書（施術）の医師の同意について 

施術の種類ごとの、医師の同意が必要な場合、またそうでない場合については次のとお

りです。 

柔道整復：打撲又は捻挫の患部に手当する場合及び脱臼又は骨折の患部に応急手当をする

場合を除き、医師の同意が必要です。 

あん摩・マッサージ：全て医師の同意が必要です。 

はり・きゅう：全て医師の同意が必要です。 

ウ 移送費の給付 

医療に要する移送費というのは、国民健康保険の例によるもの、通院や検診命令（福祉

事務所が必要があって被保護者に検診をうける命令を出す場合のこと）等による受診に伴

う交通費及び、医師の往診等に係る交通費又は燃料費を申請によって給付するものです。 

被保護者から申請があった場合、医療機関には移送を必要とする理由や受診日数の程度等

を給付要否意見書（Ｐ29 参照）にご記入していただくと同時に、実際の通院の回数等につ

きましても、 通院証明（Ｐ51 参照）をしていただくことになります。 
エ 調剤の給付 

医療機関で処方箋を渡された場合、被保護者（患者）は直接指定薬局に行って薬剤を受

け取ります。指定薬局は、調剤券請求書（Ｐ53 参照）を福祉事務所に提出後、福祉事務所か

ら毎月 25 日前後に送付される調剤券に必要事項等を記入のうえ、支払基金に提出して調剤

報酬を受領することになります。 

オ 訪問看護の給付 

訪問看護について福祉事務所に申請があった場合、訪問看護要否意見書（Ｐ35 参照）を

発行しますので、病状その他を医療機関でご記入のうえ、福祉事務所へ提出していただきま

す。福祉事務所では嘱託医審査のうえ給付を決定し、訪問看護券を発行しますので、訪問看

護療養費及び基本利用料を支払基金に請求してください。 

ただし、利用者の選定に係る営業時間外等の訪問看護の利用料及び看護人が訪問看護に要

する交通費については、利用料請求書（Ｐ55 参照）により福祉事務所に請求していただくこ

とになります。 

なお、要介護者又は要支援者に対する訪問看護は、介護保険又は介護扶助による給付が優

先されるため、医療扶助による給付は、急性増悪時の訪問看護及び末期がん・難病等に対す

る訪問看護に限られるものであることとされています。 
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３ 土・日祭日（年末年始を含む）、夜間診療について 

   被保護者が病気にかかり医療機関に受診する場合は、福祉事務所が発行した診療依頼書

をもって受診することが原則ですが、例えば土・日曜日や祭日、夜間などに急病で受診する

場合は、福祉事務所が業務を行っていないため医療機関にも被保護者にも不便をかけること

になります。そこで本市では、昭和 53 年 12 月から福岡市医師会及び福岡市歯科医師会の賛

意を得て、「福岡市緊急受診証（以下「受診証（Ｐ59 参照）」という。）を被保護世帯に

配布し、福祉事務所の閉庁時における急病等の受診に対応しています。 

   受診証の取扱いについては、受診証の「指定医療機関へのお願い」欄に記載していますが、

被保護者が閉庁時に医療機関の窓口に受診証を呈示した場合は、受診証の「対象者」欄の本

人であること及び「有効期限」内であること等を確認のうえ診療し、連絡票を返還してくだ

さい。なお、受診証に連絡票がついていなかった場合は、翌開庁時に福祉事務所への受診連

絡をお願いします。 

   福祉事務所では、連絡票を受理したのち当該受診者にかかる医療券を医療機関に対して送

付します。連絡票は、福祉事務所に医療要否意見書や医療券転帰通知書を送付される際、同

封していただいても結構ですし、直接連絡票に切手貼付のうえ投函していただいても結構で

す。 

   福祉事務所閉庁時における医療機関窓口での被保護者確認が容易になることや、連絡票を

福祉事務所に送付いただくことで医療券を確実に交付できることなど、この制度の趣旨をご

理解のうえ被保護者の緊急時受診についてご協力をお願いいたします。 
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第３ 医療扶助の診療方針及び診療報酬並びにその請求 

 

１ 診療方針 

    生活保護法第 52 条において、診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の例によることと

定められています。但し、国民健康保険の例によることができないとき及びこれによること

を適当としないときは、厚生労働大臣の定めるところによることとされています。 

    今日、国民健康保険の給付内容も社会保険各法の給付内容もほとんど同等になってきてい

ますので、医療扶助の内容も多くの場合は、これらに準じているとお考えください。但し、

歯科においては、一部、生活保護独自の取扱いがありますのでご留意ください（３参照）。 

    また、健康保険各法においては、被保険者本人及び被扶養者について各々一定の割合で自

己負担が生じますが、生活保護法においては原則として福祉事務所が定めた本人支払額以外

の自己負担はありませんので、これら健康保険各法による自己負担については医療扶助とし

て給付することになっています。 

   同様に母体保護法にいう経済的理由による人工妊娠中絶は、社会保険では自己負担とされ

ていますが、生活保護法では医療扶助によって、これを行って差し支えないこととされてい

る等の相違があります。 

 

２ 診療報酬 

    診療報酬は、健康保険の診療報酬点数によってその額を算定することになっており、医療

扶助だけで採用している点数表はありません。 

    毎月 25 日頃に福祉事務所から送付される医療券に記載された内容を基に診療報酬明細書

を作成し、支払基金に請求をお願いします。 
 

３ 歯科治療上の注意事項 

    歯科の場合の診療方針及び診療報酬についても、医科の場合と同様、国民健康保険の例に

よりますが、次に掲げるものは例外的な取扱いとなっています。 

  (1) 歯科の補綴材料について 

歯科の補綴材料で金位 14 カラット以上の金合金は使用できません。 

  (2) 義歯作成後未装着時の請求方法について 

義歯を作成した月の医療券で請求するのが原則ですが、すでに義歯作成にかかる費用を除

き請求済みの場合は、義歯作成の医療費のみについて、福祉事務所に請求してください。 

 

４ 後発医薬品の使用原則化について 

 生活保護法の一部改正により、平成 30 年 10 月から医師又は歯科医師が医学的知見に基づき

後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として後発医薬品により医

療の給付を行うことになりました。 
そのため、医師又は歯科医師が後発医薬品の使用を不可としない場合には、原則として後発

医薬品の処方をお願いします。また、後発医薬品の在庫がない場合には、先発医薬品を処方す

ることが可能ですが、後発医薬品の使用体制の整備に努めていただきますようにお願いしま

す。 
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第４ 医 療 扶 助 と 他 法 と の 関 係 に つ い て 

 

 生活保護法第４条に定められている「保護の補足性の原則」は、医療扶助においても守られ

なければならないものであることから、他の法律によって給付される医療が優先されることに

なります。 

 このことを他法優先といいますが、以下、医療扶助に優先する他法について簡単な説明をし

ますので、他法の有無を念頭において医療事務に当たっていただきたいと思います。 

１ 健康保険法      

    被保護者であっても、健康保険の被保険者本人またはその被扶養者の場合、健康保険が優

先して適用されます。 

 (1)  被保険者本人及びその被扶養者の場合 

      患者負担分に医療扶助を適用します。 

 (2)  高額療養費支給制度 

健康保険の被保険者又は被扶養者であって、70 歳未満である被保護者の場合、ひと月

35,400 円を超える分は保険者が支払うことになっています。なお、70 歳以上である被保護

者の場合は、入院にあっては 15,000 円、外来にあっては 8,000 円を超える部分は保険者が

支払います。 

また、血友病、腎透析及び HIV 患者については、１件 10,000 円を超える分は保険者が

支払うことになっています。 

 (3)  日雇特例被保険者 

所定の保険料が納付されている月（受給資格者票に受給資格の確認印のある月）は給付

が受けられます。ただし、受給資格者票に確認印がある月に初診日がある傷病については、

１年を経過しない期間（厚生労働大臣が指定する疾病については、５年）において、給付

が受けられます。 

 

２ 国民健康保険法 

    生活保護が適用されると同時にその世帯は国保の資格を喪失するので、両方の給付を受け

ることはあり得ません。 

 

３ 後期高齢者医療制度 

被保護者は後期高齢者医療制度の適用除外となり、医療扶助が 10 割適用されますが、後

期高齢者医療の対象者に相当する被保護者については、後期高齢者医療の例による診療報酬

を適用することとなります。 
 

４ 介護保険法 

   介護保険法の施行により、介護保険と重複する内容の医療等給付については、一部の例外

を除いて原則介護保険が優先して適用されます。 

 (1)  介護保険に優先する給付 

      ア 労働者災害補償保険等 

     一定の介護保険相当の給付が受けられる場合、労働災害に対する補償が優先して適

用され、介護保険の給付は一定の限度で行われません。 
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    イ 戦傷病者特別援護法 

    療養の給付、更生医療の給付については、介護保険に優先して行われます。 

    ウ 原爆被爆者援護法 

    医療の給付については、介護保険に優先して行われます。 

    エ 公害補償法 

    療養の給付については、介護保険に優先して行われます。 

 (2)  介護保険と医療保険の給付 

      原則、介護ニーズに対応する医療は介護保険法が適用され、通常の医療や緊急等やむを

得ない場合及び介護保険施設での対応が困難な医療については、医療保険が適用されま

す。 

      この医療保険が適用される部分について、被保護者の場合医療扶助が適用されることに

なりますので、要否意見書による判断や医療券（連名簿）の発行を行います。 

 

５ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（公費負担より医療保険が優先適

用されます） 

 (1)  第 19 条の入院勧告の場合 

同法に基づく指定医療機関で実施した医療は、感染症法第 37条により公費負担されます。 

なお、感染症医療以外の医療については、その医療が患者にとって緊急に必要であり、

入院勧告期間中に受療しない場合には、感染症の回復に悪影響が明らかな場合に限り公費

負担の対象とすることが出来ます。 

 (2)  入院外医療の場合 

     生活保護法による医療扶助適用者が、結核による入院外医療を必要とすると認められた

ときは、感染症法第 37 条の２の公費負担申請の手続きを行います。 

   承認の決定がなされた場合、医療券（連名簿）に公費併用について記載されますので、

結核患者の医療は 100 分の 95 が感染症法による負担、100 分の５が医療扶助となります。 

   ただし、被保護者であっても健康保険の被保険者本人又は被扶養者の場合は、保険が優

先するため、保険、公費、医療扶助の３つが適用されます。保険給付の割合に係わらず医

療扶助適用分は医療費全体の５％です。 
 

６ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

 (1)  自立支援医療 

自立支援医療（「育成医療」「更生医療」「精神通院医療」）について、被保護者は、

全額自立支援医療による公費負担となりますが、被保護者でも医療保険の被保険者本人又

は被扶養者の場合は、医療保険の適用が優先するため、自己負担部分について自立支援医

療による公費負担となります。 

 (2)  補装具の交付・修理及び日常生活用具の給付 

身体障がい者等の失われた部位、障がいのある部分を補って必要な身体機能を獲得し、

あるいは補うために用いられる用具（補装具）の交付・修理を行った場合、補装具費の支

給を受けられます。また、福岡市障がい児・者日常生活用具給付制度で給付される種目も

あります。 
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７ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（公費負担より医療保険が優先適用されます） 

第 29 条の措置入院の場合、全額公費負担ですから、医療扶助の対象とはなりませんが、

措置解除になった後、さらに入院の必要がある時は、医療扶助による入院が認められます。 

すでに医療扶助で入院中の患者であっても第 29 条に該当すると思われる時は、措置入院

の手続きをしてください。 

なお、被保護者でも医療保険の被保険者本人又は被扶養者の場合は、医療保険の適用が

優先するため、自己負担部分について第 29 条による公費負担となります。 

 

８ 児童福祉法 

 (1)  療育の給付 

    結核にかかり、長期の治療が必要な児童に対し、専門的な入院治療と学習及び療養生活

に必要な物品が支給されます。費用負担については、保険適用が優先し、自己負担部分に

ついて児童福祉法による公費負担が適用されます。医療保険のない被保護者の場合は全額

公費負担となります。 

 (2)  小児慢性特定疾病医療 

     長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであって、

厚生労働大臣が定めた疾病について、その治療に要する費用が公費負担となります。医療

費については、保険給付が優先され、自己負担部分について公費が適用されます。医療保

険のない被保護者の場合は全額公費負担となります。 

 

９ 母子保健法 

    未熟児の養育医療 

医療を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関において治療を行い、その養育に必

要な医療の給付を行うものです。対象となる未熟児とは、出生時体重が 2,000 グラム以下の

もの及び生活力が特に薄弱であるものです。費用負担については、保険適用が優先し、自己

負担部分について養育医療による公費負担が適用されます。医療保険のない被保護者の場合

は全額公費負担となります。 
 

10 母体保護法 

 (1)  医師の認定による不妊手術 

   医療扶助の対象となります。 

 (2)  医師の認定による人工妊娠中絶 

     医療扶助の対象となります。 

※ 経済的理由による妊娠中絶であっても医療扶助の対象となります。この場合、指定

医は患者から申し出があったときは、医療要否意見書に所定の事項を記入し、福祉事

務所に提出後、福祉事務所からの要否認定の結果を待って実施してください。 

 

11 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 

 (1)  認定疾病医療：法第 10、11 条 

厚生労働大臣の認定を受けた認定被爆者を対象として、その被爆者の認定疾病の治療の

ために必要な医療を給付する制度です。厚生労働大臣の指定する医療機関において全額国

費負担となっています。 
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 (2)  一般疾病医療：法第 18 条 

     被爆者の負傷又は疾病に対する医療ですが、認定疾病、遺伝性疾病、先天性疾病、被爆

以前にかかった精神病、軽度の虫歯等は対象外となっています。費用負担は医療保険が優

先し、自己負担部分を公費で負担することにより本人負担が生じない事になっています。 

    また、介護保険法の給付と重複する医療については介護保険法が優先して適用され、そ

の自己負担部分を公費が負担します。 

     なお、被保護者の場合は、福祉事務所が発行する保護受給証明書により医療費の全額が

一般疾病医療費として支給されます。 
 

12 学校保健安全法 

公立の小学校、中学校等の要保護及び準要保護児童又は生徒を対象とし、次の疾病にかか

り、学校から治療の指示を受けたとき、その保護者に対して医療費を援助するもの。 

  〔対象疾病〕 

トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、 

う歯、寄生虫病 
 

13 難病の患者に対する医療等に関する法律 

「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、指定されている指定難病について、

治療方法の確立等に資するため、難病患者データの収集を効率的に行い治療研究を推進するこ

とに加え、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担

が大きい患者を支援する制度です。医療保険が優先し、自己負担分について、公費負担が適用

されます。 
医療保険のない被保護者は全額公費負担です。 
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第５ 指 定 申 請 と 届 出 に つ い て 

１ 指定申請 

新たに指定を受けようとする医療機関及び施術機関（以下「医療機関等」という。）は、

福祉事務所に備え付けの申請用紙（Ｐ63、Ｐ65、Ｐ67 参照）に所定の事項を記載し、医療機

関等の所在地を管轄する福祉事務所に提出するか、福岡市役所内福祉局生活福祉部保護課に

提出いただくことになっています。 

なお、病院・診療所・歯科・薬局については、九州厚生局に対して保険医療機関等の申請

と生活保護法の指定医療機関の申請を厚生局の所定の様式にて同時に提出する場合は、本市

への申請書類の提出を省略することができます。 

   県知事又は政令指定都市の市長は、下記の指定基準に合致した医療機関等を指定し、指定

したときは、指定通知書を交付するとともに、本市においては福岡市ホームページにて告示

します。 
 (1) 指定基準 

     ア その医療機関が、健康保険法、感染症法等の指定を受けていること。 

     イ  その医療機関等が、医療扶助に関する事項を理解し、指定医療機関及び指定施術機

関（以下「指定医療機関等」という。）としての義務を守ることが期待できること。 

     ウ  法による指定の取消しを受けた医療機関等にあっては、原則として取消しの日から

５年以上経過したものであること。 

        なお、医療機関においては基準看護、基準給食、基準寝具等は、健康保険法による

承認を受けているときは、生活保護法における承認申請の必要はありません。 

       また、指定を受けている医療機関等であっても、次のような場合は、いったん廃止の

届出をしていただき、あらためて新規申請の手続きをとることになっています。 
 (2)  廃止と新規申請が必要な場合 

ア 医療機関 

(ア)  医療機関の開設者が変わったとき（法人設立の場合等を含む）。 

(イ)  病院が診療所に、診療所が病院に変わったとき。 
(ウ)  医療機関が所在地を移転したとき。 

  イ 施術者 

指定施術者が勤務する施術所を変更するとき。 
 

２ 届出 

(1) 変更届（Ｐ69 参照） 

ア 医療機関 

(ア)  医療機関の名称に変更があったとき。 
(イ)  医療機関の所在地が町村合併、地番整理等により変わったとき。 

(ウ)  診療科目に変更があったとき。 
  イ 施術者 

(ア)  施術所の名称に変更があったとき。 
(イ)  施術所の所在地が町村合併、地番整理等により変わったとき。 
(ウ)  施術所が所在地を移転したとき。（市内での移転） 

(エ)  施術所の開設者が変わったとき（法人設立の場合等を含む） 
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(オ)  施術者の氏名および住所が変わったとき。 
  ※(ア)～(エ)の場合は施術所を開設する施術者による届け出が必要です。 

 

(2)  休止届（Ｐ71 参照） 

     ア 天災その他の原因で建物又は設備が損壊され正常な医療または施術を担当できなく

なったが、復旧の意志と能力がある場合。 

     イ 勤務する医師、歯科医師、薬剤師、施術者その他の従業員が死亡し、辞職又は休業

したため正常に医療または施術を担当できなくなったが、これを補充する意志と能力

がある場合。 

     ウ 開設者が、自己の意志により医療機関等を休止したとき。 

 (3)  再開届（Ｐ73 参照） 

     休止していた医療機関等が再開されたとき。 

 (4)  廃止届（Ｐ71 参照） 

ア 医療機関 

       (ア) 医療機関の開設者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。 

       (イ) 医療機関の開設者が、当該機関を他に譲渡したり、又は他の原因で開設者が変わ

ったとき（法人設立の場合を含む）。 

       (ウ) 医療機関の所在地を移転したとき。 

       (エ) 医療機関の開設者が、自己の意志で医療機関等を廃止したとき。 

       (オ) 組織の変更（病院が診療所に、診療所が病院に）をしたとき。 
イ 施術者 

(ア)  施術者が施術所を辞めるとき。 
(イ)  施術者が死亡、失踪の宣告を受けたとき。 
(ウ)  施術所の開設者が施術所を廃止したとき。 

(エ)   施術所の所在地が変わったとき（市外への移転）。 
 

 (5)  辞退届（Ｐ75 参照） 

       指定医療機関等の指定を辞退しようとするとき。ただし、辞退希望日の 30 日前までに

届け出ていただくこととなっています。 

 

   以上のような各届出がありますが、指定を受けられた後で何らかの変更があったときは、福

祉事務所に連絡のうえ、届出を要するかどうかを確かめてください。 
   各届出についても、病院・診療所・歯科・薬局は、九州厚生局に対して保険医療機関等と生

活保護法の指定医療機関の届出を厚生局の所定の様式にて同時に提出する場合は、本市への下

記書類の提出を省略することができます。 
ただし、辞退届及び変更届（所在地の住所表示の変更に限る）については、本市への届出が

必要となります。 

 各種届出用紙は、福祉事務所に備え付けていますが、福岡市ホームページからもダウンロー

ドできます。 

  また、各届出については、事実発生の日から 10 日以内に所在地の福祉事務所に届け出るこ

ととなっています。福祉事務所では、指定医療機関等の状況を正しく把握しておく必要があり

ますので、ご協力をお願いします。 
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第６ 指 定 医 療 機 関 の 指 導 と 検 査 に つ い て 

１ 指導（法第 50 条第２項） 

  指定医療機関として医療扶助を担当していただきますと、被保護者の医療について、厚生

労働大臣、都道府県知事又は指定都市の市長の行う指導に従われなければならないことにな

っています。 

  指導の目的は、医療の給付が適正に行われるように、この制度の趣旨及び医療扶助に関す

る事務取扱等の周知徹底を図るためのもので、すべての指定医療機関を対象として、一般指

導と個別指導の２種類があります。 

 (1)  一般指導 

   講習会の開催や文書配布等の方法で法の周知を図るもので、本市においても、文書での

周知や市医師会、歯科医師会及び薬剤師会と協議のうえ、共同開催で講習会を開いてご出

席を願う等の方法で行っています。 

 (2)  個別指導 

   実地にて行うことを原則としており、診療録その他の帳簿書類等を閲覧し、個々の指定

医療機関と懇談指導を行うものです。本市では、実地にあたっては必要に応じ、市医師会、

歯科医師会及び薬剤師会と連携し、指定医療機関の診療に支障のない日を選ぶなど指導の

円滑な実施に努めています。 

 

２ 検査（法第 54 条） 

  診療内容及び診療報酬請求の適否、医療扶助に関して調査する必要があるときは、当該医

療機関もしくは指定医療機関の開設者もしくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であっ

た者（以下「開設者であった者等」という。）について実地に設備若しくは診療録その他の

帳簿書類等を検査することになっています。 

  検査の対象は、診療内容及び診療報酬の請求に不正または著しい不当があったことを疑う

に足りる理由があるとき、度重なる個別指導によっても診療内容又は診療報酬の請求に改善

が見られないとき、正当な理由なく個別指導を拒否したとき等です。 
しかし、被保護者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合は、直

ちに検査を実施します。 

   検査の結果に応じて次のような行政上の措置が行われます。 

 (1)  指定取消、効力停止 

     ア 故意に不正又は不当な診療を行ったもの 

     イ 故意に不正又は不当な診療報酬の請求を行ったもの 

     ウ 重大な過失により、不正又は不当な診療をしばしば行ったもの 

     エ  重大な過失により、不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行ったもの 

 (2)  戒告 

     ア 重大な過失により不正又は不当な診療を行ったもの 

     イ 重大な過失により不正又は不当な診療報酬の請求を行ったもの 

     ウ 軽微な過失により不正又は不当な診療をしばしば行ったもの 

     エ 軽微な過失により不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行ったもの 

 (3)  注意 

     ア 軽微な過失により不正又は不当な診療を行ったもの 
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     イ 軽微な過失により不正又は不当な診療報酬の請求を行ったもの 

以上の措置に伴って、不正又は不当な診療及び診療報酬の請求により診療報酬に過誤

払いが認められたときは、支払基金を通じて控除する方法等で返還させることになって

います。 

なお、指定取消の措置に該当するおそれがあると認められた場合には、当該指定医療

機関に弁明の機会が与えられます。 
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第７ 委 託 患 者 の 病 状 把 握 に つ い て 

  既にご説明しましたとおり、生活保護制度を適正に実施するためには、福祉事務所が委託患

者の病状や療養上の注意事項などを正確に把握した上で保護の要否を判定するとともに、早急

な治療と社会復帰を促すための指導・援助を行うことが必要となります。 

  病状把握につきましては、次に掲載しております厚生労働省の通知に基づき実施しておりま

すが、日時、方法等、医療機関に過重な負担をかけることのないよう配慮しておりますので、

福祉事務所へのご協力をお願いいたします。                             
  なお、刑法第 134 条における医師の秘密保持義務との関連につきましては、判例によれば法

令に根拠のある場合には抵触しないとされております。 

                                                                                      

○ 医 療 扶 助 運 営 体 制 の 強 化 に つ い て 

                 （昭和 42 年６月１日社保第 117 号、厚生省社会局長通知） 
                                                                                   

 標記については、本年４月１日社保第 69 号本職通知「生活保護法による医療扶助運営要領の

一部改正について」により、福祉事務所における医療扶助運営体制の強化を図ったところである

が、今般次のとおり医療扶助受給世帯に対する具体的な指導方法を定めたので、今後、医療扶助

の運営にあたっては、保護の実施要領及び医療扶助運営要領に定めるところによるほか、次によ

り適正な実施を確保するよう特段の配慮を煩わしたい。  

１  実態調査                                                                   
(1) 地区担当員は、医療扶助開始後おおむね３箇月を経過するまでの間に当該医療扶助を受

けている者（以下「患者」という。）の主治医を訪問して患者及び家族の指導上必要な事

項についての意見を聞くとともに、患者及び家族を訪問してその実態を十分に把握するこ

と。以後、病状に応じおおむね３箇月（結核及び精神疾患の入院患者については、おおむ

ね６箇月）の範囲内において定める期間ごとに患者及び家族を訪問して引続き実態の把握

を行なうとともに、必要に応じ主治医の意見を聞くこと。 

(2) 地区担当員が(1)により主治医から意見を聞く事項は、次に掲げるものとするが、これ以

外に当該患者に関し必要な事項については、査察指導員及び嘱託医に協議すること。 

なお、この場合には、主治医に対して過重な負担をかけることのないよう特に留意する

こと。                                                             
     ア 病状                                                                   

     イ 治癒の見込期間（入院の場合にあっては、退院の見込及び退院後の医療の要否）        
ウ 現に行なっている療養上の指示及び患者の受療態度                         

     エ 当該患者及び家族に関し、福祉事務所に対する意見要望                     
オ 入院患者にあっては、就労の可能性及びその程度 

(3)  地区担当員が(1)により患者及び家族を訪問して実態を把握する事項は、次に掲げるもの

とするが、これ以外に当該患者及び家族に関し必要な事項については、査察指導員及び嘱

託医に協議すること。 

ア 当該患者の病状                                                         
   イ 当該患者の日常生活及び療養態度 

ウ 当該患者の受療態度    
エ 入院外患者にあっては就労の状況 
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   オ 福祉事務所又は指定医療機関に対する要望 
カ 当該患者の家庭環境     

２  指導                                                                       
  (1)  地区担当員が１により患者及び家族を訪問する際には、次により指導すること。  

       ア 主治医の療養上の指示に従っていない患者については、これに従うよう十分指導を

行なうこと。                                                       
       イ 家族について問題のある場合は、家族についての不安の除去等当該患者が療養に専

念できるよう必要な指導を行なうこと。   
       ウ 退院可能な患者については、就労の援助、社会福祉施設への入所等必要な措置を行

い、退院後なお入院外医療を要すると認められるものについては、嘱託員に協議し必

要な指導を行うこと。  

    エ 入院外患者であって入院を必要とすると認められるものについては、嘱託医に協議

し必要な指導を行なうこと。                                         
       オ 入院外患者であって就労の可能性があると認められるものについては、主治医、査

察指導員と十分協議のうえ、必要な就労指導を行なうこと。    
(2)  主治医の意見、訪問結果等から医療扶助の継続について疑義があると認められる場合そ

の他特に必要があると認められる場合には、福祉事務所長、査察指導員嘱託医及び当該患

者を担当する地区担当員の間において、その取扱いにつき、個別に検討を行なうこと。こ

の場合、当該地区担当員は、当該患者に係る各給付要否意見書及び診療報酬明細書を検討

のうえ、その意見を付するものとし、また医療事務担当者は、必要な連絡、資料の整備等

を担当するものとすること。         

  (3)  (2)により検討の結果、継続して医療扶助の適用が必要と認められたものについては、 
(1)により指導を行い、また、医療扶助の継続につき疑義があると認められたものについて

は、必要に応じ都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長に技術的助言を求めたうえ、

生活保護法第 27 条第１項の規定に基づく指導若しくは指示を行い、又は同法第 28 条の規

定による検診命令を行なうこと。                

 ３  関係機関との連絡調整                                                       
     福祉事務所長は、１により地区担当員が主治医の意見を聞く際には事前に連絡をとるほ

か、平素から地元医師会等と連絡を密にし、生活保護法の主旨及び取扱い手続等を周知徹

底し、もって医療扶助事務が円滑適正に遂行されるよう特に配慮すること。 
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第８ 検 診 命 令 に つ い て 

 

  福祉事務所では、生活保護を受けている方又は申請されている方の病状を把握するため、次

のようなときに検診を受けるべき旨を命じることがあります。（法第 28 条） 

  １ 保護の要否又は程度の決定にあたって稼働能力の有無につき疑いがあるとき。 

  ２ 障害者加算その他の認定に関し検診が必要と認められるとき。 

  ３ 医療扶助の決定をしようとする場合に、要保護者の病状に疑いがあるとき。 

  ４  現に医療扶助による給付を受けている者につき当該給付の継続の必要性について疑い

があるとき。 

  ５ 介護扶助の実施にあたり、医学的判断を要するとき。 

  ６ 現に医療扶助の適用を受けている者の転退院の必要性の判定を行うにつき、検診が必要

と認められるとき。 

  ７ 自立助長の観点から健康状態を確認する必要があるとき。 

  ８ その他保護の決定実施上必要と認められるとき。 

生活保護制度は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的としておりますが、傷病

等の理由により保護を必要とする方につきましては、医師の専門的な意見に基づき適正に保

護を実施する必要があります。検診命令はこのためのものですから、福祉事務所から記載に

あたりまして、依頼があった際には、ご協力をお願いいたします。 

   なお、検診料は所定の請求書により福祉事務所に請求していただきます。 

また、検診結果を所定の様式以外の書面により作成する必要がある場合は、4,720 円（た

だし、障害認定に係るものについては 6,090 円、自立支援医療（精神通院医療）の認定に係

るものについては 3,000 円、難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する特定医療費

の認定に係るものについては 5,000 円）を限度として文書料を請求できますので、所定の検

診料請求書（Ｐ61 参照）により福祉事務所に請求してください。 
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第９ 中国残留邦人等への医療支援給付について 

 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改

正する法律（平成 19 年法律第 127 号。以下「支援法」という。）の一部が施行され、平成 20

年４月１日から新たに「中国残留邦人等に対する支援給付」が始まりました（平成 26 年 10 月

1 日には支援法の一部が改正されています。）。 

 支援法による医療支援給付は、原則、生活保護法による医療扶助の例によることとされてい

ますので、生活保護に準じた取扱いをお願いいたします。 

 なお、次の点にご注意ください。 

 

１ 新規指定等を受ける医療機関等につきましては、生活保護法による指定の際に、支援法に

よる指定等も併せて行うこととなります。 

 

２ 医療券の交付等については、原則、福祉事務所と医療機関等との間で直接手続きを行いま

す。 

  医療機関を受診する際、患者本人は診療依頼書を持参せず、支援給付を受給していること

を証明する「本人確認証（見本参照）」を窓口で提示します。夜間や休日等に受診する際に

も、緊急受診証に代わり、この本人確認証を提示することとなります。また、医療券の送付

又は受診について、福祉事務所から連絡がない者が受診に訪れた場合には、速やかに福祉事

務所あてにご連絡ください。 

なお、調剤券につきましては、生活保護と同様、調剤券請求書にて各福祉事務所に請求い

ただきますようお願いいたします。 

 

３ 診療報酬の請求については、生活保護と同様、支払基金あてに請求していただくこととな

ります。福祉事務所から送付される医療券（調剤券）で公費負担者番号、公費受給者番号を

ご確認いただき、正しい番号で請求いただきますようお願いいたします。 

なお、医療支援給付の法別番号は 25 になります。 
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